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社会保険料は以下の方法で納めてください。便利な口座振替や電子納付をご利用ください…２　
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます…３　
１１月はねんきん月間です　年金保険料、納めていますか？この機会に年金加入状況の確認を！…４　
社会保険事務担当者講習会の開催…5　保健事業に関するお知らせ…６　
インセンティブ制度をご存知ですか／お薬の新しい受け取り方はじまりました／「けんぽクエスト」にご参加ください…７
新規「健康経営宣言」事業所をご紹介します…8



2／社会保険あきた／４年10･11月 社会保険あきた／４年10･11月／3

日本年金機構からのお知らせ

社会保険料は以下の方法で納めてください。
便利な口座振替や電子納付をご利用ください。

申込方法

納付方法

納付方法

金融機関

金融機関に保険料納入告知書をお持ちいただき、現金で納付してください。

全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合

保険料納入告知書に記載された「収納機関番号（00500）」、「納付番号
（16桁）」、「確認番号（6桁）」の情報を使用します。
これらの情報を以下の1から4の各納付チャネルに入力（照会）し、実行
（払込）していただきます。
　 1 インターネットバンキングを利用した納付方法
　　 インターネツトを利用して、払込手続きを行います。
　 2 モバイルバンキングを利用した納付方法
　　 携帯電話を利用して、払込手続きを行います。
　 3 ATM（Pay-easy（ペイジー）マーク）の表示のあるもの）を利用し
　　 た納付方法
　　 金融機関に設置されているATMを利用して、払込手続きを行います。
　 4 テレフォンバンキングを利用した納付方法
　　 電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行います。
※インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキン
　グをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結
　ぶ必要があります。契約方法については、利用される金融機関にお問い
　合わせください。
※電子納付により保険料を納付した場合は、領収証書が発行されませんの
　で、領収証書が必要な方は従来どおり、金融機関等の窓口に保険料納入
　告知書を持参して納付してください。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

発送時期 対象者

ねんきん加入者ダイヤル
電話番号 （ナビダイヤル0570－003－004）

0 5 0から始まる電話の場合は、（東京）0 3－ 6 6 3 0－ 2 5 2 5

お問い合わせは…

提出書類…健康保険厚生年金保険　保険料口座振替納付（変更）申出書
※申出書は、年金事務所の窓口、日本年金機構ホームページで入手できま
　す。
※必要事項を記入のうえ、口座振替を利用する金融機関の確認を受けた後、
　所在地を管轄する事務センターもしくは年金事務所へ郵送、または年金
　事務所の窓口にご提出ください。
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日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／４年10･11月／5

日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動に取り組みます。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

秋田県社会保険協会からのお知らせ

「講習会」参加申込書

主　催　　一般財団法人 秋田県社会保険協会
【共催】　日本年金機構（県内各年金事務所）

・年金給付の基礎知識　― 老齢年金・障害年金・遺族年金 ―
・「雇用保険（失業給付）の仕組みと受け方」と「労災保険の基礎知識」
・冬の寒さに負けない体づくり　～血流アップで冷え・むくみ改善～
　※軽く運動ができる服装でおいでください。
無料（テキストは主催者が当日配布します）　

年金事務所職員・社会保険労務士・健康運動指導士

下記の参加申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXによりお申し込みください。

【年金給付と雇用保険及び労災保険の基礎知識】

主 な 内 容

参 加 費 用

申 込 方 法

講 師

参加無料

秋田県内で社会保険の適用を受けている事業所の職員や社会保険事務を担当されている方を主な対象とし
て、次により「社会保険事務講習会」を開催します。なお、講習会開催にあたり、新型コロナウイルス感
染症に対する予防対策を講じます。ご参加される皆様におかれましては、必ずマスクの着用をお願いする
とともに、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保等多々ご不便をおかけいたしますが、ご協力くだ
さいますようお願い申し上げます。　※定員になり次第締め切らせていただきます。

申込み・
問い合わせ先

〒010-0001 秋田市中通６－７－９
電話  018-831-6205 FAX  018-832-3681秋田県社会保険協会

※社内で回覧してください

開　催　日　時 会　　　　　　　場 定　員

日程・会場・定員

社会保険事務講習会の開催社会保険事務講習会の開催

「ねんきん月間」では、公的年金制度の趣旨や仕組みを分かりやすく伝えるさまざまな取組を
行っています。この機会に、公的年金について考えてみませんか?

水

ねんきん月間 です

11月は

年金保険料、納めていますか？
この機会に年金加入状況の確認を！

国民年金保険料を納めるのが難しい
場合は・・・

ご存知ですか？

主な取組内容

“ねんきんネット”は年金記録や年金
見込額を確認できるサービスです！

公的年金には、老後の支えとしての役割だけでなく、障害年金、遺族年金という制度があります。

年金セミナー動画や「わたしと年金」エッセイの優秀作品
の掲載等、日本年金機構ホームページに「ねんきん月間」
特集ページを設置します。

日本年金機構公式 Twitter で、年金制度に関するミニ講
座を実施します。

年金セミナーや制度説明会を実施します。
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

60歳代後半の在職老齢厚生年金について

Ｑ 　新しく在職定時改定という仕組みができたそうですが、
その内容について教えてください。

Ａ

「
涙
の
別
れ
」

　　　　これまで在職して老齢厚生年金を受け取られ
　　　ている方については、厚生年金の資格喪失（退
職または７０歳到達）時に、在職していた期間を加え
て年金額を改定していました。令和４年４月の改正で
は、在職中の方であっても、年１回、１０月に在職中
の厚生年金被保険者期間を加えて年金額を改定するこ
ととなりました。これによって在職中の期間が退職を
待たず早期に年金額に反映されるようになります。
　具体的には、基準日（毎年９月１日）に被保険者で
ある方の老齢厚生年金について、前年９月～当年８月
までの被保険者期間（※）を算入して１０月分（１２
月支払い）の年金から改定されます。令和４年度につ
いては、はじめての在職定時改定となりますので、前
年９月より前の被保険者期間（※）も併せて年金額に
反映されます。

　なお、在職定時改定の対象は６５歳以上７０歳未満
の方に限られます。

※ 退職改定等で既に年金額に反映している被保険者期
　  間は在職定時改定の対象からは除かれます。
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第203回　もしかして脳卒中？
　脳の動脈に何らかの障害が発生し、それにより脳の機能が失われて全身に影響を与える状態を脳卒中（脳
血管疾患）とよびます。脳卒中はわが国の寝たきりの原因となる疾患の第1位であり、約35%を占めてい
ます。また、令和3年度の脳卒中（脳血管疾患）死亡率は秋田県が全国ワースト1位となっております。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

令和４年11月 令和４年12月
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FAST

その他, 24.1%

認知症, 23.7%

骨折・転倒, 
7.6%

高齢による
衰弱, 8.7%

心臓病（心疾患）, 1.4%

脳卒中（脳血
管疾患）, 
34.5%


